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Ⅰ  概  要 
１ 趣旨及び事業内容 

静岡市は、青少年の非行防止、保護及び矯正を図り、青少年の健全育成を推進するため、

静岡市青少年育成事業（以下「育成事業」という。）を実施する。 
事業内容は、「青少年の補導」「青少年に関する調査及び情報収集」「青少年を取り巻く

有害環境の浄化」「青少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発」「関係機関、関係団

体等との連絡調整」等。 
※「静岡市青少年育成事業実施要綱」は、静岡市・清水市の合併(平成 15 年)及び政令市

への移行・組織改編(平成 17 年)により、それまで定めていた３つの関係要綱（「静岡市

青少年育成センター設置要綱」「静岡市青少年育成センター補導委員に関する要綱」「静

岡市青少年育成センター補導委員感謝状贈呈実施要綱」）を整理統合したもの。平成 24

年１月 31 日から施行。要綱の内容は、16 ページを参照のこと。 
 

２ 実 施 体 制 

（１）職員 

 
 
 
 
 
 
 
 

（令和７.４.１現在） 
（２）補導活動組織 

補導委員   87 名 
青少年補導員 473 名 

 
（３）青少年育成センター運営委員会 令和７年度３月 31 日をもって廃止 

１５名 
＜委員構成＞ 

静岡少年鑑別所、警察署（３名：静岡中央、静岡南、清水）、青少年健全育成団体（２

名）、民生委員・児童委員協議会、保護司会連絡協議会、更生保護女性会、 
校長会（２名）、ＰＴＡ連絡協議会、市民委員 
※運営委員会は、センター事業の円滑な運営や業務計画について協議する。 

 

 

 

 

３ 沿 革 史 

（１）旧静岡市青少年育成センター 

役職 職員数 

こども若者応援課長 １名  
こども若者相談センター 所長 １名  
こども若者相談センター 指導主事 １名  
こども若者相談センター 主任主事 １名  
こども若者相談センター 会計年度任用職員 ３名  

合    計 ７名  
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・昭和３７年 ４月 １日  静岡市教育委員会内に静岡市青少年相談所が設置され、所 

              長は教育委員会青少年室長が兼任。補導委員を１２０名と 

する。 

・昭和３９年  7 月１３日    青少年相談所の業務に補導活動とその他の業務を加え、総理 

府の補助を受け、静岡市青少年センターが誕生する。 

・昭和４０年 ４月１２日  補導委員を１５０名に増員する。 

・昭和４１年 ４月 １日  カウンセラーを１名配置する。 

・昭和４３年 ４月 １日  カウンセラーを２名に増員する。 

・昭和４９年 ２月２７日  補導委員を２００名に増員する。 

・昭和４９年 ５月１４日  静岡市青少年補導センターと改称する。 

・昭和５４年 ４月 １日  専任補導員制度を導入する。 

・昭和５６年 ２月２５日  補導委員を３２０名に増員する。 

・昭和５８年 ４月 １日  カウンセラーを４名に増員する。 

・昭和６０年 ４月 １日  補導委員を３４０名に増員する。 

・昭和６３年 ２月１０日  補導委員を３５０名に増員する。 

・平成 ２年 ４月 １日  カウンセラーを５名に増員する。 

・平成 ３年 ４月 １日  ふれあい教室担当指導主事を配置する。 

・平成 ３年 ５月 ７日  「静岡市ふれあい教室」を開級する。 

・平成 ４年 ４月 １日  静岡市青少年育成センターと改称する。 

・平成 ５年 ４月 １日  ふれあい教室専任指導員を配置する。 

・平成 ６年 ４月 １日  カウンセラーを６名に増員する。  

・平成 ９年 ４月 １日  青少年育成センター係を新設し、青少年補導・非行に関する

相談を所管する。不登校・いじめ等に関する相談及び     

ふれあい教室の運営については、指導係の所管とする。 

フリーダイヤルによる「こどもホットライン」を開設し、電

話相談員２名の交代制とする。 

・平成１３年 ４月 １日  電話相談員を３名の交代制とする。 

 

（２）旧清水市少年補導センター 

・昭和３５年  ４月１５日  清水市民生部社会課に青少年係が設置される。 

１０月に青少年補導員として７名を任命、また、地区推進委

員会付育成補導員（小・中・高校教員等）及び自治会単位の

育成補導員を委託する。 

・昭和３６年１１月１５日  清水少年補導センターが清水銀行協会内に開設され、清水警

察署より婦人少年補導員２名が派遣され、街頭補導、少年相

談にあたる。 

・昭和４０年  ６月１６日  教育委員会事務局内に青少年課が新設され、補導と育成の一

元化をはかり、少年補導センター所長を教育長兼務とする。 

・昭和４４年 ４月 １日  少年相談を重視し、専任相談員を配置する。 

・昭和４６年 ４月 １日  相談業務の充実のため清水市福祉事務所家庭児童相談員を１

名新規に配置し、同年１０月より１名増員し、少年補導セン

ターの常駐とする。 
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・昭和５１年 ５月 １日  少年補導センター所長を青少年課長とする。 

・昭和５４年 ８月  １日  総合子ども相談室が教育会館内に開設され、少年補導センタ

ーより家庭児童相談員２名を派遣し相談業務の充実をはかる。 

・昭和６１年  ４月  １日  指導主事１名を配属し、学校との一層の連携をはかる。 

・平成  ９年  ４月  １日  相談専用のフリーダイヤルを開設し、相談業務サービスの 

向上をはかる。 

 

（３）静岡市青少年育成センター 

・平成１５年 ４月 １日  静岡市と清水市との合併による新しい静岡市の誕生に伴い、

静岡市青少年育成センターが教育委員会社会教育政策課内に

設置される。また、拠点が静岡、清水両教育事務所青少年課に

配置される。 
なお、静岡教育事務所青少年課においては、不登校・いじめ等

に関する相談等を所管する相談担当を置く。 
・平成１６年 ４月 １日   静岡・清水両教育事務所青少年課が統合し、清水総合事務所

内に青少年課が設置される。青少年課内に静岡市青少年育成

センターが設置される。 
・平成１７年 ４月 １日  青少年対策の所管が教育委員会から市長部局に移る。これに

伴い、青少年育成センターは市民局市民生活部青少年育成課

に設置される。ただし、児童・生徒の教育相談は教育委員会

学校教育課の所管となる。なお、この日をもって、静岡市は

政令指定都市に移行した。 
・平成１８年 ３月３１日  静岡市と蒲原町が合併。 
・平成１８年 ４月 １日  静岡市の機構改革に伴い、青少年育成センターは市民環境局

市民生活部青少年育成課の所管となる。 
・平成１９年 ４月 １日  静岡市の機構改革に伴い、青少年育成センターは保健福祉子

ども局子ども青少年部青少年育成課の所管となる。 
なお、青少年相談は、新たに設置された子ども青少年相談セ

ンターの所管となる。 
・平成２０年１１月 １日  静岡市と由比町が合併。 
・平成２５年 ４月 １日  保健福祉子ども局子ども青少年部を子ども未来局子ども未来

部に変更。   
子ども青少年相談センターは「子ども若者相談センター」と

なり、青少年育成課に配置される。 
・平成２７年 ４月 １日  子ども未来局子ども未来部を子ども未来局に変更。  

・令和 ７年 ４月 １日    子ども未来局青少年育成課をこども未来局こども若者応援 

課に変更。なお、青少年育成センターの名称を廃止し、青少

年育成事業とする。 
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（４）静岡市青少年育成センター事業 

・平成２４年 １月３１日  「静岡市青少年育成センター設置要綱」の廃止に伴い、新た

に「センター事業」として実施。（１ページを参照） 

・令和 ７年 ４月 １日  「静岡市青少年育成センター事業実施要項」の名称を変更し、 

             「静岡市青少年育成事業実施要項」に改定し、静岡市青少年 

              育成事業とする。 
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Ⅱ 令和７年度の事業計画 

 

１ 補 導 活 動 

 【重点】 

これまでの組織体制のもと、補導活動を引き続き実施する。将来にわたり持続可

能で効果的な補導活動の在り方について、実施回数・参加人数・巡回ルート等の観

点から検討を行う。 

 

（１） 活動組織 

① 青少年育成事業 
・補導委員 

    関係機関・団体からの推薦に基づき、市長が委嘱。任期１年。 

    関係機関・団体及び人数は次のとおり。 

     

    【葵区・駿河区】 

関係機関・団体 人数 関係機関・団体 人数 

教員 高等学校 0 中学校区青少年健全育成会 21 

中学校 0 静岡市子ども会連合会 0 

小学校 0 静岡地域青少年健全育成連絡協議会 0 

PTA 

 

高等学校 0  

中学校 22  

小学校 44 

合 計 87 

                                                                                 

【清 水 区】 

関係機関 人数 

教員 高等学校 0 

中学校 0 

小学校 0 

合 計 0 

 

 

② 清水地域青少年育成推進委員会事業（清水区） 

・青少年補導員（清水区のみ） 

     清水区の連合自治会ごと（21 地区）に組織された「地区青少年育成推進委員会」の補

導部（以下「地区補導部」という。）に所属する青少年補導員。清水区における地区ごと

の補導は、この青少年補導員の自主的な運営により実施されている（事務局：こども若

者応援課）。令和７年度は、473 名の体制で活動する。 

 

 

合計 87 人 
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（２） 街頭補導 

①  中央補導 

   市役所の静岡庁舎を起点として、主に繁華街周辺を巡回する。 
・ 実 施 者  補導委員、こども若者応援課職員 

・ 実施回数  月４回程度 
・ 実施時間 ＜静岡地区＞  

          午後３時 30 分から２時間程度  午後６時 30分から２時間程度 

          

・ 特 徴  セノバ、けやきプラザ、地下街、駿府城公園、常磐公園、森下公園など、

青少年の集まりやすい場所を巡回する。 

          また、地域や所属の異なる補導委員間の情報交換、及びこども若者応援

課職員との情報交換の場ともなっている。 
 
②  センター補導【市内全域】 

   青少年指導員により、繁華街・市内の公園等の巡回を実施する。補導車を使用した巡回

の際には、青色防犯パトロール活動を併せて実施する。 

・ 実 施 者  青少年指導員 

・ 実施回数  週２～３回 

・ 実施時間  午後１時から午後５時までの間で２時間程度 

・ 特 徴  関係機関・団体からの情報をもとに、繁華街、市内各地の公園、不審者 

      事案発生箇所、市内小中学校周辺等を巡回する。補導車を使用して巡回 

する場合は、青色防犯パトロールを兼ねて実施している。 

 
③  地域補導【葵・駿河区】 

   補導委員を中学校区ごとに班編成し、各班（地域補導班）が各地区及びその周辺を巡回

する。令和７年度は 21班編成（葵 12：駿河９）で実施。 

・ 実 施 者  補導委員 

・ 実施回数  月１～２回 

・ 実施時間  午後３時から午後９時までの間で２時間程度（地域により異なる。） 

・ 特 徴  各地域の状況や課題に応じて、たまり場や非行が行われやすい場所を巡

回する。地域の青少年への声かけや店舗等訪問など、地域に密着した活

動を行っている。 

 

④  地区補導【清水区】（清水地域青少年育成推進委員会補導部） 

   青少年補導員（地区補導部）が、各連合自治会の区域及びその周辺を巡回する。 

・ 実 施 者  青少年補導員 

・ 実施回数  月２～４回 

・ 実施時間  主に夜間実施（地区により異なる。） 

・ 特 徴  ③地域補導と同様 

 

⑤  一斉補導 

夏季、冬季の年２回、関係機関・団体と連携し、市内全

域で一斉に実施する。 

・ 実 施 者  補導委員、青少年補導員、警察官、少年

警察協助員、少年指導委員、立入調査員、 

関係団体役員、こども若者応援課職員 

・  実施回数  年２回 

・ 実施時間  各地域（地区）により異なる。 

・ 特 徴  非行の芽が生まれやすい夏休み・冬休みを迎えるにあたり、非行防止と市
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民意識の高揚を図るため、市内全域において一斉に実施する。令和７年度

の夏季は７月 18 日（金）、冬季は 12 月 23 日（火）に実施の予定。 

   

⑥  特別補導  

  祭典時（秋葉大祭、七夕祭りなど）や通常の補導活動時間 
より遅い時間帯（午後 8：00 から 10 時まで）に実施する。 

・ 実 施 者  補導委員、青少年補導員、こども若者応援課職員 
・ 実施回数  年２～３回 
・ 実施時間  主に夕刻から夜間 
・ 特  徴  多くの青少年が集まる祭典時、長期休みの遅い時間 

に実施する。 
 

（３）研修会・連絡会 

   ① 新任補導委員委嘱式・研修会 

   ア 実施日  ５月 26 日（月） ※②地域補導連絡会と同日開催。 

 

   イ 内 容  補導委員の委嘱、補導活動の講習および説明 

  

   ② 地域補導連絡会・補導委員研修会【葵・駿河区】 

ア 実施日  ５月 26 日（月） 

    イ 内 容  地域補導班の編成、地域補導班の年間活動計画の策定、巡回経路の検討、 

地域の実態・課題等の情報交換、補導活動の講習および説明 

   

③ 清水補導部長会【清 水 区】（清水区青少年育成推進委員会補導部） 

    ア 実施日  年４回開催（４月、６月、11月、３月） 

    イ 内 容  地区補導部の代表者による地区間の情報交換、こども若者応援課からの

依頼及び情報提供 

 

 

 

２ 環境浄化活動 

【重点】 

立入調査や社会環境実態調査を通じて、関係法令の周知徹底を図るなどの働きかけ

を行う。 

（１）立入調査 

立入調査は、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」（以下「県条例」とい

う）に基づいて、立入調査員が実施する。 
７月の夏季一斉補導と併せて実施する。 
１月以降に社会環境実態調査の結果に基づき、県条例違反があると思われる店舗に対して

立入調査を実施する。 

 

-7-



 
 

（２）青少年を取り巻く社会環境の実態調査 

   年間を通して実施する。主に補導委員、青少年補導員が、それぞれ

の地域内の書店、コンビニエンスストア、ビデオ・ＤＶＤ取扱店、玩

具店、カラオケボックス、ゲームセンター、インターネットカフェ、

携帯電話販売店などの店舗を巡回し、営業状況を調査するとともに、

県条例の周知を図る。 
   なお、調査結果は、有害環境の把握と改善に役立てていく 
 

 

３ 広報啓発活動 

【重点】 

青少年や保護者に対し、安心安全なインターネットの適切な利用に関する教育・啓

発などの取組を推進する。また、青少年育成だより「みらい」では、年６回発行のメ

リットを生かし、青少年の非行問題等の最新情報を提供できるようにする。 

（１）啓発リーフレットの作成・配布 

   ７月の「青少年の非行・被害防止強調月間」、11月の「子供・若者育成支援強調月間」、２

月の「春のあんしんネット・新学期一斉行動」に併せて、非行防止やインターネットの安全・

安心利用などについて啓発するためのリーフレットを作成・配布する。学校を通じて保護者

に配付するとともに、街頭キャンペーンでは広く市民に配布する。令和７年度も、７月に全

中学生の保護者、11 月には小・中学生の保護者、２月には新中学１年生の保護者に配付する

予定。 

 

                              

 令和７年度７月のリーフレット       令和６年度１１月のリーフレット    令和６年度２月のリーフレット 
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（２）街頭キャンペーンの実施 

   ７月と 11 月の強調月間期間中に、警察、保護司会、民生委員・児童委員協議会、健全育成

団体、市内中学校など関係機関・団体と協力し、街頭キャンペーンを実施する。７月２日（水）

は、ＪＲ静岡駅北口地下イベントスペース、11月４日（火）は、ＪＲ草薙駅北口及び南口で

実施の予定。 

 

 

（３）街頭広報 

    ７月と 11 月の強調月間にあわせ、次の広報活動を実施する。 

・横断幕設置（静岡市役所静岡庁舎、清水庁舎） 

・懸垂幕設置（蒲原支所） 

 

 

（４）機関紙の発行  

   青少年関連情報を掲載した機関紙、育成だより「みらい」を年６回発行し、補導委員、青

少年補導員及び関係機関・団体等に配布する。 

  

令和７年度第１号              
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１　補 導 活 動

（１）

57 27 425 23 44 519 52 608 42

58 14 483 12 52 561 51 422 33

65 35 477 15 51 578 79 559 68

81 289 540 15 106 950 49 1,006 36

75 111 309 12 30 462 24 191 26

93 141 382 12 44 579 47 454 21

96 142 328 27 39 536 69 591 33

83 139 328 19 39 525 61 614 20

82 136 538 12 124 810 26 397 22

90 153 380 20 47 600 43 516 34

88 139 382 21 27 569 47 565 38

36 135 0 13 0 148 28 415 24

904 1,461 4,572 201 603 6,837 576 6,338 397

986 1,849 5,427 357 1,035 8,668 714 5,403 632

1,033 1,918 4,995 340 826 8,079 867 7,757 630

6　月

7　月

注意
（人）

実施月

4　月

5　月

一般成人
指導（人）

実施
回数

参加人員（人）

補導委
員

青少年
補導員

声かけ
（人）

その他

令和６年度　　種類別実施状況

11　月

1　月

10　月

※２　青少年補導員 ： 清水区の地区青少年育成推進委員会からの推薦に基づき静岡市青少年育成会議が 委嘱し
た補導員

計
青少年育
成課職員

8　月

2　月

12　月

令和5年実績

※１　補導委員 ： 関係機関・団体からの推薦に基づき市長が委嘱した静岡市青少年育成事業補導委員

補導活動計

令和４年実績

令和６年度の事業報告

3　月

9　月
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（２） 

89 321 201 522 268 3,970 322

809 1,000 4,126 0 460 5,586 284 1,870 58

4 35 446 0 143 624 24 124 17

2 105 0 105 0 374 0

904 1,461 4,572 201 603 6,837 576 6,338 397

986 1,849 5,427 357 1,035 8,668 714 5,403 632

1,033 1,918 4,995 346 826 8,085 869 7,766 630

（３）

5月30日
（月）

1 85 9 19 114

５月27日
（月）

149 9 158

５回
開催

90 15 105

150 175 33 19 377

237 200 30 20 487

会場　静岡市役所清水庁舎
内容　補導活動の説明
　　　  少年非行の現状の研修　等

令和６年度　　種類別実施状況

補導
委員

一般　　成
人　　指導

（人）計

新任研修会
【清水区】

令和４年度実績

計その他

補導活動計

声かけ（人）

実施日

補導
委員

会場・内容等

その他

注意
（人）青少年

補導員
青少年育
成課職員

青少年
補導員

参加人員（人）

研修会等計

清水補導部長会
【清水区】

会場　静岡市役所清水庁舎
内容　参考情報等の提供
　　　　地域情報等の交換　等

会場　グランシップ
内容　補導活動の説明、少年非行の現状の研修
　　　　地域班の編成
　　　　年間活動計画の検討　等

令和５年度実績

補導の種類
実施
回数

地域（地区）補導

名称

中央補導

 令和６年度　　研修会・連絡会実施状況

参加人員（人）

一斉補導

補導活動研修
地域補導連絡会
【葵区・駿河区】

令和５年度実績

特別補導
（祭典補導・夜間補導）

青少年育
成課職員

-11-



 
 

（５）補導（声かけ）事例（過去の補導活動の報告内容を掲載） 

 

ルール無視をして自転車への声かけ 

静岡夜補導時、成人や青少年がスクランブル交差点走行や並進、無灯火などルールを無視した運転

をしているのを目撃したため、運転者に指導を行いました。大半の運転者は、指導されている理由を理

解していないためか指導員等の言葉に耳を傾けることなく乗車したままその場を立ち去りました。 
補導委員は、自転車のルール無視をした運転を見て「私も自転車のルールを理解せずそのまま運転を

している。これからは、しっかりと自転車のルールを覚えないといけない。今日は補導に参加してよか

った。」等と語っていました。 
 

  スクランブル交差点での恐怖      

令和６年３月、政府は１６歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切

符)制度を導入する道交法改正案を閣議決定しました。今後、重点対象行為と位置付ける「信号無視」や

「指定場所一時停止」といった違反を中心に取り締まりをするとのことです。 
我々は補導活動中に、スクランブル交差点での歩行者信号が青の時の自転車走行者に対して注意喚起

を行っています。自転車に乗っているほとんどの人は「自分は歩行者」感覚なので、特に呉服町通りと

江川町通りの交差点では、歩行者が大変多く、スクランブル交差点で縦横無尽に走る自転車は大変危険

でヒヤヒヤする場面があります。これは自転車走行者の「信号無視」に値するものであり、あくまでも

我々の仕事は取り締まりではなく安全確保のための注意喚起であると考えていますが、自転車に乗る人

たちには「自転車は軽車両である」という認識を持てるようになってもらいたいと感じます。 

 

全国で発生するいたましい事件と声掛け運動について 

昨年末、北九州市の飲食店で中学生の男女が見知らぬ男に刃物で切り付けられた痛ましい死傷事件が

発生しました。 

この事件の犯人の動機については未だに判然としませんが、被害者にしてみれば防ぎようのない通り

魔事件に間違いありません。同事件について指導員として感じていることがあり、補導に参加して頂い

た補導委員の方にも話したことがあります。補導活動と凶悪事件と一見するとかけ離れた事のように思

っている方がいるかもしれませんが、実は大きな関連があると私は考えます。 

一般的に事件は突発的に起こるものや計画的に行われるもの等様々ですが、事件の多くは前兆がある

のです。補導活動をすると、地区を行き交う人達や変化に気づくことがあると思います。その地区に住

んでいる人は尚更その微妙な変化を感じ取れるのです。その変化こそが、事件の前兆なのです。 

変化とは、・見慣れない人がうろうろしていた。 

     ・奇声が聞こえた。 

      ・異臭がした。 等です。 

不審者事案の中の、 

        ・変な人につきまとわれた。 

     ・しつこく声を掛けられた。等も明確な前兆の一つです。 

多くの目により、その前兆を見逃さず、小さな芽のうちに摘み凶悪犯罪を起こさせないことが我々に

出来ることになります。 

私たちが補導活動を実施するにあたり、赤色灯を照らし腕に腕章を巻いて、多くの人の目に触れるよ

うに細い路地を歩くという行動が自然と犯罪抑止になっているのです。 

何かしらの事件を起こそうとしている犯人に、犯行を思いとどめさせる活動となっていると信じるべ

きです。 

  

年々人間関係が希薄になっている現代だからこそ、補導活動の意味があるのではないでしょうか。 
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２ 環境浄化活動 

（1）立入調査 

令和６年７月、一斉補導にて、立入調査を実施した。コンビニエンスストア、書店、カラオケ

ボックス等 10 店舗について立入調査を行い、有害図書類の陳列状態や深夜営業店における深夜

の青少年入場禁止の掲示の有無等の確認を行った。 

 

（2）青少年を取り巻く社会環境の実態調査 

   ① 調査期間  令和６年 10 月 ～ 令和６年 12 月 

   ② 実 施 者  青少年育成センター補導委員・青少年補導員・青少年育成課職員 

   ③ 調査店舗  527 店 

   ④ 調査結果  ア～シのとおり 

 

ア コンビニエンスストア 

年度 店舗数 
有害指

定図書 

陳列 

区分 

不健全

図書 

陳列 

区分 

販売禁止 

表示 

R5 308 31 6 45 20 15 

R6 309 14 5   21 

  ※R6 より調査項目が変更したため、不健全図書については未調査 

 

    イ 書店 

年度 店舗数 
有害指

定図書 

陳列 

区分 

不健全

図書 

陳列 

区分 

販売禁止 

表示 

R5 54 9 0 23 24 26 

R6 54 12 12   26 

  ※R6 より調査項目が変更したため、不健全図書については未調査 

 

ウ 玩具店 

    

年度 
店舗数 

有害がん具類 その他の

性的 

がん具 

Ｒ１８ 

ゲーム 

ソフト 

陳列 

区分 

販売禁止 

表示 
有害が

ん具銃 

１０歳以上

がん具純 

バタフラ

イナイフ 

がん具

手錠 
性的がん具 

R5 33 10 6 1 3 6 7  14 11 

R6 31 9 8 1 3 5 0 28 28 12 

   ※R4 より調査項目に「１０歳以上がん具銃」追加 

エ カラオケボックス       

年度 店舗数 
内部 

施錠 

外部 

確認 

販売 立入禁止

表示 酒 タバコ 

R6 30     30 
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ク 複合カフェ（インターネットカフェ・まんが喫茶） 

年度 店舗数 
有害 

図書類 

年齢

確認 

立入禁止 

表示 

フィルタ

リング 

利用時間 

制限 

R4 9 0 9 9 7 9 

R5 8 0 8 8 3 8 

R6 8 0 8 8 0 8 

  ※R4より調査項目が変更したため、「酒・タバコの販売」については未調査 

 

ケ ボウリング場        

年度 店舗数 
立入禁止 

表示 

R5 5 5 

R6 5 5 

     

コ 携帯電話販売店 

年度 店舗数 

R4 58 

R5 51 

R6 51 

    

（３）白ポスト（有害図書類回収） 

    設置場所 ＪＲ東静岡駅南北通路２台 

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

R5 0 1 6 20 8 6 10 2 0 0 0 0 53 

R4 30 139 0 0 25 24 5 7 195 4 11 0 440 

R3 4 12 19 6 7 5 1 11 85 8 3 8 169 
 

※R6より白ポスト廃止 
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３ 広報啓発活動 

（１）刊行紙・啓発品 

①育成センターだより「みらい」（毎月 1,450 部発行） 

      青少年補導関連情報を掲載した機関紙を作成し、補導委員、青少年補導員、学校、関係

機関・団体に配布した。 

   ②青少年の非行・被害防止強調月間＜７月＞リーフレット（23,000 部） 

     有害サイトアクセス制限機能（フィルタリング）の利用、スマートフォン・携帯電話・

インターネットの持つ危険性や深夜外出、飲酒・喫煙、危険ドラッグ使用等の青少年非行・

被害防止、自転車の乗り方（道路交通法）等について、家庭で「社会のルールを守ること」

「家庭のルールをつくること」について考えるリーフレットを作成し、静岡市内の中学校

の全保護者や、各地域・地区に配布した。 

   ③子供・若者育成支援強調月間リーフレット＜１１月＞（21,000 部） 

     子どもが学校へ行けないとき（不登校）に適応指導教室の紹介、子どもや保護者への相

談活動の紹介、ヤングケアラー支援についてのリーフレットを作成し、市内の小学校４～

６年生の全保護者と、各地域・地区に配付した。 

④青少年の安全なインターネット利用について啓発リーフレット（7,500 部） 

      スマートフォンや携帯電話等の使用におけるマナーやモラル、安全対策に関するリーフ

レットを作成し、新たにスマホを購入する割合が高く、また SNS の年齢制限が外れる新中

学校１年生の保護者に新入生説明会において配布した。    

 

（２）街頭キャンペーン 

①青少年の非行・被害防止強調月間街頭キャンペーン 

      ・実 施 日：令和６年７月１日（月）午後４時 00 分～５時 00 分 

   ・実施場所：ＪＲ静岡駅地下広場・ＪＲ静岡駅コンコース 

（啓発品配布 1,000 セット） 

     ・参 加 者：静岡中央・南署、城内中生徒・高松中生徒・教員・健全育成会、静岡地域

青少年健全育成連絡協議会、静岡市保護司会、静岡市民生委員児童委員協議

会、静岡市 

②子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペーン 

 ・実 施 日：令和６年 11月１日（金） 午後４時 00 分～５時 00分 

・実施場所：ＪＲ草薙駅北口及び南口（啓発品配布数 800 セット） 

・参 加 者：清水警察署、清水七中生徒・教員、清水二中生徒・教員、清水青少年育成

推進委員会、静岡市 

（３）街頭広報 

   各強調月間に次の広報啓発活動を実施した。 

   ・横断幕設置（静岡市役所静岡庁舎・清水庁舎） 

・懸垂幕設置（蒲原支所）   
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Ⅳ  資 料 
 

１ 静岡市青少年育成事業実施要綱 

（趣旨） 
第１条 静岡市は、青少年の非行防止、保護及び矯正を図り、青少年の健全育成を推進するため、静岡市

青少年育成事業（以下「育成事業」という。）を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、こ

の要綱の定めるところによる。 

（事業内容） 

第２条 育成事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 
（１）青少年の補導に関する事業 
（２）青少年に関する調査及び情報収集に関する事業 
（３）青少年を取り巻く有害環境の浄化に関する事業 
（４）青少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発事業 
（５）青少年関係機関、青少年関係団体等との連絡調整 
（６）前各号に掲げるもののほか、青少年の非行防止及び健全育成に関し市長が必要あると認める活動 
（補導委員） 

第３条 育成事業を実施するため、補導委員を置くものとし、青少年の健全育成に関係する機関・団体から

推薦された者のうちから市長が委嘱し、または任命する。 
（補導委員の任期） 

第４条 補導委員の任期は、１年とする。ただし、補導委員が辞任またはその他の理由で欠員が生じた場合、

後任者がその残任期間を務めるものとする。 
２ 補導委員は、再任されることができる。 
 （補導委員の服務） 
第５条 補導委員は、公共の奉仕者としての自覚のもとに、絶えず必要な知識や技術を習得し、職責の遂行

に努めなければならない。 
２ 補導委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（感謝状の贈呈）  

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する補導委員に対し、感謝状を贈呈するものとする。 

（１）補導委員の職務に通算10年以上従事し、功労顕著である者 

（２）前号に掲げる者のほか、市長が特に功績顕著であると認める者 

２ 感謝状は、記念品を付して贈呈するものとする。 

３ 感謝状の贈呈は、毎年度１回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度行うこ

とができる。 

第７条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

（施行期日）  
１ この要綱は、平成24年１月31日から施行する。 
 （静岡市青少年育成センター補導委員に関する要綱等の廃止）  
２ 次に掲げる要綱は、廃止する。  

（１）静岡市青少年育成センター補導委員に関する要綱（平成15年４月１日施行）  

（２）静岡市青少年育成センター補導委員感謝状贈呈実施要綱（平成16年４月１日施行） 
（３）静岡市青少年育成センター設置要綱（平成17年４月１日施行）  

附 則 
 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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 ２　各法令上の少年等の区分

法令の名称 区分

少年法 20歳未満の者

刑法 満14歳

犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年

（少年法第3条第1項第1号に規定する少年）

罪を犯した少年

（少年法第3条第1項第2号に規定する少年）

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

（少年法第3条第1項第3号に規定する少年）

①保護者の正当な監督に服しない性癖のある少年

②正当の理由がなく家庭に寄りつかない少年

④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のある少年

14歳に満たない者

18歳未満の者

乳児 1歳未満の者

幼児 1歳から小学校就学の始期に達するまでの者

少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者

18歳未満の者

18歳未満の者

18歳未満の者

15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者

18歳未満の者

6歳未満の者

6歳以上13歳未満の者

非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他
自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年

③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわし
   い場所に出入する少年

児童虐待を受けた児童、保護者のない少年その他の児童福祉
法による福祉のための措置又はこれに類する保護のための措置
が必要と認められる少年（非行少年に該当する場合を除く）

満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、
満12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者

小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日
以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属す
る学年の終わりまでの者

普通二輪免許、小型特殊
免許及び原付免許を与
えない者

犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受け
た少年

18歳未満の者

16歳未満の者

道路交通法

幼児

児童

未成年者
民法

普通免許、大型特殊免
許、大型二輪免許及びけ
ん引免許を与えない者

婚姻適齢

労働基準法

年少者

使用禁止者

未成年者

児童

学齢児童（小学生）

学齢生徒（中学生）

児童福祉法

少年警察活動規則

学校教育法

不良行為少年

呼称

少年

非行少年

ぐ犯少年

低年齢少年

被害少年

要保護少年

犯罪少年

触法少年

刑事責任年齢
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18歳未満の者

3 不審者情報登録案内
 

（アプリ内で不審者情報等の様々な情報が確認できます）

静岡県警察本部ホームページからダウンロードして
ご利用ください

セ ン タ ー 静 岡 No.61
令和７年度事業計画と前年度のまとめ

静岡県警察防犯アプリ
『どこでもポリス』

　静岡県青少年のための良好な
環境整備に関する条例

青少年

区分

20歳未満の者

20歳未満の者

18歳未満の者

18歳未満の者

18歳未満の者

18歳未満の者

法令の名称

　未成年者喫煙禁止法

　未成年者飲酒禁止法

　児童買春・児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護
等に関する法律

　インターネット異性紹介事業を
利用して児童を誘引する行為の
規制等に関する法律

児童

青少年

　風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律

　青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用できる環境の整
備等に関する法律

呼称

未成年者

年少者

未成年者

児童


